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平成２３年４月 18 日（月），平成 23 年第５回教育委員会議定例会を大柿分庁舎 301 会議

室において開催しました。 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

  開会   午前  ９時 30 分 

  閉会   午前   10 時 10 分  

 

 

２ 出席委員 

  委 員 長      大 石 君 枝 

  委員長職務代理者      木 葉 登喜夫  

  委   員         平 上 博 文  

  委   員         坪 木 一 恵 

  教 育 長         万 治  功  

 

３ 出席説明委員 

  教 育 次 長        木 戸 佐夜子 

  学校教育課長        御堂岡  健 

  学校給食調理場 総括場長  濵 家 高 栄 

  生涯学習課長        宇 根 英 治   

  図 書 館 長        横 手 乃 文 

 

４ 事務局 

  学校教育課  

   課長補佐兼総務係長   田原 留美子 

 

５ 傍 聴 人   

  な し 

６ 議事日程 

  (１) 教育長報告 

  (２) 会議録署名委員の指名 

  (３) 議案第９号 江田島市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する

規則案について 

  (４) 議案１０号 江田島市教育委員会事務局決裁規ほどの一部を改正する訓令案につ 

いて 



  (５) 議案第１１号 江田島市公民館運営審議会委員の委嘱について 

(６) 議案第１２号 江田島市大柿自然環境体験学習交流館運営委員の選任について  

その他 

７ 議事の大要 

  ○ 大石委員長 

ただ今から教育委員会義の定例会を開催します。 

    本日は，出席委員は５名ですので，定足数に満たしています。 

本日の議事録署名者は，木葉委員にお願いします。 

 

    それでは，議事に移ります。本日の議題はお手元の議事日程のとおりですが，本日

審議予定の議案第１１号及び議案第１２号は江田島市教育委員会会議規則第１５条に

該当することから，審議を非公開にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

  （意義なし。） 

 

   意義ないものと認め，議案第１１号及び議案第１２号は非公開とします。   

    

  ○ 万治教育長 

    それでは，教育長報告をさせていただきます。（省略） 

 

  ○ 大石委員長 

    以上で教育長報告を終わります。 

    ただいまの報告についての質問等は日程終了後，その他でお願いします。 

     それでは，議案第９号 江田島市教育委員会の職の設置に関する規則の一部を 

改正する規則案について事務局から説明をお願いします。 

     

  ○ 万治教育長 

    議案第９号 江田島市教育委員会の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

案についてです。 

 提案理由といたしまして,主任主査の職名を課長補佐に変更することに伴い，現行規 

則の一部を改正する必要があるので，江田島市教育長に対する事務委任規則第２条第 

２号の規定により，委員会の議決を求めるものです。 

    詳しくは次長に説明していただきます。 

 

  ○ 木戸次長   

 

提案理由につきまして説明させていただきます。 



   さきほど，教育長が説明したとおりです。 

   本件につきましては主任主査の職名を課長補佐に変更することによる規則の改正です。 

 江田島市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則案新旧対象表 

をご覧ください。 

   左側が改正案で，右が現行です。下線部分が改正するところです。第３条第２項中第 

９号主任主査を課長補佐に改めるものです。 

 附則として，この規則は交付の日から施行し，平成２３年４月１日から適用する。遡 

及適用となります。以上で説明を終わります。 

  ご審議をお願いします。 

 

○ 大石委員長 

  ただいまの、説明に対してご意見ありませんか。 

 

○ 平上委員 

  この変更については，江田島市全体で行われるものですか。 

 

○ 木戸次長 

  そのとおりでございます。 

 

○ 大石委員長 

  他にありませんか。（意見なし） 

  それでは，採決します。 

  意義ありませんか。 

  （意義なし。全員） 

 

○ 大石委員長 

  それでは，議案第１０号 江田島市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する訓令 

案について提案者のほうで説明してください。 

 

○ 教育長 

    議案第１０号 江田島市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する訓令案について 

提案理由として主任主査の職名を課長補佐に変更することに伴い,現行規則の一部を改 

正する必要があるので，江田島市教育長に対する事務委任規則第２条第２号の規定によ 

り，委員会の議決を求めるものです。 

   詳しくは次長に説明していただきます。 

 

 ○ 木戸次長 



  提案理由につきまして説明させていただきます。 

   さきほど，教育長が説明したとおりです。 

   江田島市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する訓令案新旧対象表です。 

   左側が改正案で，右が現行です。下線部分が改正部分です。第５条の表のうち決裁責 

任者の課長の行の第１順位，第２順位の主任主査を課長補佐に備考の行の主任主査を課 

長補佐に改正するものです。 

この訓令は平成２３年４月１日から適用するものです。 

以上で説明を終わります。 

   ご審議をお願いします。 

 

 ○ 大石委員長 

   この件につきましてご意見ありませんか。 

     （意見なし。） 

   それでは，採決します。意義ありませんか。 

     （意義なし。全員） 

 

 （議案第１１号，１２号は非公開）  

 

 ○ 大石委員長 

    

   以上で平成２３年江田島市教育委員会第５回定例会を閉会します。 

 

   次の教育委員会議は５月１６日（月）に開催します。 

   

  

   江田島教育委員会会議規則の規定により，ここに署名する。 

 

 

      江田島市教育委員長 

 

      署 名 委 員 

       

 


